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お
知
ら
せ
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

起
業
や
新
商
品
開
発
、

　
新
規
分
野
参
入
な
ど
を
支
援
し
て
い
ま
す

　
補
助
制
度
や
相
談
窓
口
を
用
意
し

て
い
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
商
工
労
働
課

　
　
　
　
　
　
　
℡
89
・
２
１
８
６

●
起
業
・
新
商
品
開
発
・
新
規
分
野

参
入
・
販
路
開
拓
支
援
事
業
費
補

助
金　

　
起
業
や
新
商
品
開
発
、

新
規
事
業
へ
の
参
入
や
販

路
開
拓
を
行
う
方
に
補
助
し
ま
す
。

補
助
額　
対
象
経
費
の
４
分
の
３

　

(

上
限
１
０
０
万
円)

募
集
期
間　
４
月
１
日
㈫
〜
５
月
９

　
日
㈮　

採
択
数　
数
件
程
度

　
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格

高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、

「
住
民
税
が
均
等
割
の
み
課
税
と
な

っ
た
世
帯
」
に
対
し
給
付
金
を
支
給

し
ま
す
。

　
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
へ
、

３
月
上
旬
に
お
知
ら
せ
な
ど
を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
同
封
書
類
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
お
知
ら
せ
な
ど
が
届
か
な
か
っ
た

方
で
、
対
象
と
思
わ
れ
る
場
合
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

能
代
市
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

　
　
　
　
　    （
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
給
付
金
）
を
支
給
し
ま
す

※

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
審

査
が
あ
り
ま
す
。

●
起
業
・
経
営
等
相
談
窓
口　

　
市
内
で
の
起
業
や
事
業

者
の
経
営
な
ど
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
、
専
門

の
相
談
員
が
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

相
談
は
、
完
全
予
約
制
に
よ
る
面
談

形
式
、
秘
密
厳
守
、
無
料
で
行
い
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

開
設
日　
毎
週
木
曜
日(
12
月
29
日

〜
１
月
３
日
を
除
く)

相
談
時
間　
午
前
10
時
、
11
時
、

　
午
後
１
時
、
２
時

※

１
件
１
時
間
以
内
を
基
本
と
し
ま

す
。

対
象
者　
市
内
で
起
業
を
お
考
え
の

方
、
経
営
に
お
悩
み
の
事
業
者
な

ど
相
談
内
容　
事
業
計
画
診
断
、
経
営

全
般
、
販
売
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
、
各
種
支

援
制
度
の
情
報
提
供
ほ
か

申
込
方
法　
希
望
す
る
開
設
日
の
１

週
間
前
ま
で
に
申
込
書
を
提
出
、

ま
た
は
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
、
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
か
ら

対
象
と
な
る
世
帯
・
支
給
額

　
令
和
６
年
12
月
13
日
時
点
に
お
い

て
、
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
次
の

世
帯
。

①
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯

　
世
帯
全
員
の
令
和
６
年
度
分
の
住

民
税
が
均
等
割
の
み
課
税
と
な
る
世

帯
、
ま
た
は
住
民
税
均
等
割
の
み
課

税
の
方
と
非
課
税
の
方
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
世
帯
に
１
世
帯
当
た
り
３
万

円
を
支
給
。

　
た
だ
し
、
住
民
税
均
等
割
が
課
税

さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等
の
み

か
ら
な
る
世
帯
を
除
き
ま
す
。

※

令
和
６
年
度
住
民
税
は
、
定
額
減

　
税
前
所
得
割
額
で
判
定
し
ま
す
。

※

本
給
付
金
に
お
け
る
扶
養
と
は
、

　
健
康
保
険
の
扶
養
で
は
な
く
、
税

　
法
上
の
扶
養
と
な
り
ま
す
。

②
こ
ど
も
加
算

　
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ

の
加
算
給
付
と
し
て
、
平
成
18
年
４

月
２
日
生
ま
れ
以
降
の
児
童
１
人
当

た
り
２
万
円
を
支
給
。

申
請
書
の
提
出
が
必
要
な
方

①
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
の
転
入

者
が
い
る
対
象
世
帯

②
申
告
内
容
に
変
更
が
あ
る
方
な
ど

が
お
り
、
均
等
割
の
み
課
税
世
帯

に
な
る
対
象
世
帯

③
令
和
６
年
12
月
14
日
か
ら
令
和
７

年
３
月
31
日
ま
で
に
出
生
し
た
子

が
い
る
対
象
世
帯

申
請
期
限

　
４
月
30
日
㈬
（
当
日
消
印
有
効
）

問
合
せ　

　
物
価
高
騰
支
援
給
付
金
担
当

℡　
89
・
２
１
１
９

●
特
殊
詐
欺
に
注
意
！

　
各
種
給
付
金
を
装
っ
た
「
振
り

込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐

取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
能
代

市
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
払

機
）
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

や
、
支
給
の
た
め
の
手
数
料
な
ど

の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
不
審

な
連
絡
が
あ
っ
た
場
合
は
、
市
の

窓
口
や
最
寄
り
の
警
察
署
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。


